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≪第一問≫

　　問１　　相続税法では、配偶者間における相続、遺贈又は贈与による財産の移転について各種措置が設けら

　　　　　　れている。その措置の内容及び適用要件を説明しなさい。

１．配偶者に対する相続税額の軽減

(1) 適用要件 ❶

被相続人（遺贈者を含む。以下同じ）の配偶者がその被相続人から相続又は遺贈（死因贈与を含む。以下

　　同じ）により財産を取得した場合

(2) 納付税額 ❺

その配偶者については①の金額から②の金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付す

　　べき相続税額とする。

①の金額が②の金額以下であるときは、その納付すべき相続税額はないものとする。

①　その配偶者に係る算出相続税額（贈与税額控除の規定を適用後の金額）

②　次の算式により算出した金額　

≪算式≫

相続税の総額 ×
次の(イ)又は(ロ)の金額のうちいずれか少ない金額

相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額

(イ) 相続税の課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じて得た金額

（その金額が1億6,000万円に満たない場合には１億6,000万円）

(ロ) 配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額

(3) 分割されていない財産の取扱い ❸

相続税の申告期限までに その相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括相続税の申告期限までに、その相続又は遺贈により取得した財産の全部又は 部が共同相続人又は包括

　　受遺者によってまだ分割されていないものは、(2)②(ロ)の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれない。

ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内（その期間が経過するまでの間に訴えの提起

　　その他やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の

　　分割ができることとなった日の翌日から4月以内）に分割された場合は、この限りでない。

(4) 手続 ❷

この規定は、相続税の期限内申告書期限後申告書及びこれらに係る修正申告書に、この規定の適用を

　　受ける旨及び金額の計算に関する明細を記載し、かつ、財産の取得の状況を証する書類等を添付して、そ

　　の申告書を提出した場合に限り適用する。なお、宥恕規定がある。

(5) 隠ぺい又は仮装があった場合 ❸

(2)の納税義務者が、その被相続人の配偶者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部

　　又は一部を隠ぺい又は仮装して、相続税の期限内申告書を提出し、又はこれを提出していなかった場合に、

　　調査があったことにより更正又は決定を予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、(2)の規定

　　の適用については、(2)②(イ)の課税価格の合計額及び(ロ)の課税価格に相当する金額には、その隠ぺいし、

　　又は仮装した事実に基づく金額に相当する金額を含まないものとする。

２．贈与税の配偶者控除

(1) 適用要件 ❸

① 婚姻期間が20年以上

② 居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を取得した者

③ その取得した日の属する年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、

　その後引き続き居住の用に供する見込みである場合
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④ または同日までにその金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、

　その後引き続き居住の用に供する見込みである場合

(2) 配偶者控除額 ❷

その年分の贈与税については、課税価格から次に掲げる①及び②の金額のうちいずれか低い金額を控除

　　する。

①　2,000万円

②  その贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額とその贈与により取得した金銭のうち居住

　　用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、その合計額

(3) 婚姻期間の判定及び計算 ❷

①　婚姻期間が20年以上である配偶者に該当するかの判定は、財産の贈与の時の現況による。

②　婚姻期間は、民法による婚姻の届出があった日からその財産の贈与があった日までの期間により計算す

　　る。

(4) 手続 ❷

①　上記の規定は、贈与税の期限内申告書に控除を受ける金額、控除に関する事項及び控除を受けようと

　　する年の前年以前の各年分の贈与税につきこの規定の適用を受けていない旨の記載があること。

②　婚姻期間が20年以上である旨を証明する書類その他一定の書類の添付がある場合に限り適用する。

③　宥恕規定がある。

３．特定贈与財産についての生前贈与加算の不適用 ❺

　　相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与に

　より財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与により取得した財産（その価額が

その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの（特定贈与財産及び相続時精　その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの（特定贈与財産及び相続時精

　算課税適用財産を除く。)に限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす。

　　なお、特定贈与財産とは、贈与税の配偶者控除に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する

　被相続人からの贈与によりその被相続人の配偶者が取得した贈与税の配偶者控除に規定する居住用不動産

　又は金銭でその取得の日の属する年分の贈与税につき贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けた又は受

　ける見込みである部分をいう。

４．小規模宅地の特例 ❷

　　相続開始の直前において、その相続に係る被相続人又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続

　人の親族の居住の用に供されていた特例対象宅地等をその被相続人の配偶者が取得した場合においては、

　その特例対象宅地等については、無条件に特定居住用宅地等に該当することとなる。

　　問２　　次の設例に基づき、以下の(1)及び(2)の問に答えなさい。

（設例）

　　被相続人Ｘは、平成19年4月に病死した。相続人は、子Ｙ（居住無制限納税義務者（相続税法第1条

　の3第1号に規定する者をいう。））及び子Ｚ（制限納税義務者（相続税法第1条の3第3号に規定する者

　をいう。））の2人であり、被相続人Ｘの死亡事実は死亡日において知った。

　　被相続人Ｘの財産としては、国内財産3億円及び国外財産１億円がある。また、被相続人Ｘの債務と

　しては、国内財産を取得するための借入金5,000万円及び国外財産を取得するための借入金2,000万

　円がある。

　　なお、相続税の申告期限において遺産分割協議を了していない。
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　(1)　相続税の申告期限において、子Ｙおよび子Ｚはどのような手続が必要となるか、また、その場合の

　　　各相続人の相続税の課税価格はいくらになるか。

  (2)　平成21年6月に遺産分割協議を了し、子Ｙは国内財産のすべてを取得し、子Ｚは国外財産のすべ

　　　てを取得することが確定した。また、債務は、子Ｙが国内財産を取得するための借入金5,000万円を

　　　承継し、子Ｚは国外財産を取得するための借入金2,000万円を承継した。この場合において、子Ｙ

　　　及び子Ｚはどのような手続が必要となるか、また、その場合の各相続人の相続税の課税価格はいくら

　　　になるか。

(1) 子Ｙおよび子Ｚの必要な手続と各人の相続税の課税価格

　①　必要な手続（相続税の期限内申告） ❹

　　相続又は遺贈（その相続に係る被相続人からの相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。以下同じ。）

　により財産を取得した者及びその被相続人に係る相続時精算課税適用者は、その被相続人からこれらの事由

　により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場

　合において、その者にかかる相続税の課税価格に係る相続税額（配偶者に対する相続税額の軽減の規定の

　適用がないものとして計算した金額）があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以

　内に課税価格、相続税額その他一定の事項を記載した期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなけ

　ればならない。

　②　子Ｙ及び子Ｚの課税価格

子Ｙ　3億円×
1

＋1億円×
1

－5,000万円×
1

－2,000万円×
1

＝1億6,500万円 ❷
2 2 2 2

子Ｚ　3億円×
1

－5,000万円×
1

＝1億2,500万円 ❷
2 2

(2) 遺産分割後の子Ｙおよび子Ｚの必要な手続と各人の相続税の課税価格

　①　子Ｙが必要な手続（相続税の修正申告の特則）❷

　　相続税の期限内申告書又はその申告書に係る期限後申告書を提出した者（相続税について決定を受けた者

　を含む。）は、③に規定する自由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を

　提出することができる。

　②　子Ｚが必要な手続（相続税の更正の請求の特則） ❸

　　相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、③に該当する事由によりその申告

　又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額（その申告書を提出した後又はその決定を受けた後修

　正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与

　税額）が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署

　長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求をすることができる。

　③　修正申告及び更正の請求事由 ❸

　　未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法（寄与分を除く。）の規定による相

　続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行わ

　れ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈

　の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

　④　子Ｙ及び子Ｚの課税価格

　子Ｙ 3億円－5,000万円＝2億5,000万円 ❷

　子Ｚ 0円 ❷
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❷
0 5m×10m

≪第二問≫

　１．相続人等の相続税の課税価格の計算

　　（1） たは 2)相続ま 遺贈により取得した個々の財産（次の( 及び(5)に該当するものを除く。）の価額の計算 （単位 ： 円）

財産の種類 計　　　　算　　　　過　　　　程 取得者
課税価格に算入

される金額

 宅地Ｋ  間口距離（20）m、奥行距離（12）m

　(600,000×1.00＋400,000×1.0×0.08)×240㎡＝151,680,000 配偶者丙 151,680,000 ❷

 建物Ｌ   50,000,000×40％×
70

＝14,000,000 配偶者丙 14,000,000 ❷
100

 宅地Ｍ  間口距離（12）m、奥行距離（10）m

   900,000×0.99×120㎡＝ 106,920,000 ❶

　　⑴　106,920,000×
40㎡

＝35,640,000
120㎡

　　⑵　106,920,000×
80㎡

×
80

＝57,024,000
120㎡ 100

子　　Ｂ 92,664,000 ❶
　　⑶　⑴＋⑵＝92,664,000

 建物Ｎ 　15,000,000×1.0＝15,000,000 子　　Ｂ 15,000,000 ❶

 宅地Ｏ  間口距離（10）m、奥行距離（8）m

  300,000×0.97×80㎡＝23,280,000

  23,280,000－23,280,000×
0 5m×10m.

×0.7＝22,261,500 子　　C 22,261,500 ❷
80㎡

 P社株式  東証　最低価額400円 孫　　E 8,000,000
❶

 400×20,000株＝8,000,000 孫　　F 8,000,000

 Q社株式  大証　最低価額1,100円

 1,100×16,000株＝17,600,000 養　子　D 17,600,000 ❶

 R社株式  ⑴ 判定 ❶

420＋120＋40
＝50％≧30％

420＋120＋40
＝50％≧25％

1,200－40 1,200－40

∴原則的評価方式により評価

 ⑵　類似業種比準価額

① 1株当たり年配当金額

(3,480,000＋3,712,000)×
1

＝ 3.1 ❶2

(注1) 1,160,000株

(注1) 60,000,000÷50×
116,000株

＝1,160,000株
120,000株
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財産の種類 計　　　　算　　　　過　　　　程 取得者
課税価格に算入

される金額

②　1株当たり年利益金額

(イ)
48,000,000

＝40
(注2) 1,200,000株

(注2) 60,000,000÷50＝1,200,000株

(ロ) (48,000,000＋54,000,000)×
1

＝　 42 ❶（円未満切捨）2

1,200,000株

(ハ) (イ） ＜ (ロ)　　　∴ 40

③　1株当たり純資産価額

400,000,000
＝ 333 ❶（円未満切捨）

 1,200,000株

④　食料品・農水産物卸売業（中分類）

(注3) 3.1
 (1.03) ＋

40
 (2.66)×3 ＋

333
(1.65)

170×
3.0 15 201

(2.13)
5

×0.6＝217.2 (0.1円未満切捨）

 217.2×
(注4)  500

 ＝　 2,172 ❶
50

(注3)  172 , 170 , 173 ,  208　　∴最小　170

(注4)  60,000,000÷120,000株＝500

⑤　卸売業（大分類）

(注5) 3.1
 (0.83) ＋

40
 (1.66)×3 ＋

333
(1.66)

180×
3.7 24 200

(1.49)
5

×0.6＝160.9 (0.1円未満切捨）

 160.9×
(注6)  500

 ＝　1,609
50

(注5)  185 , 180 , 185 , 210　　∴最小　180

(注6)  60,000,000÷120,000株＝500

⑥　④ ＞ ⑤　　　∴　1,609

⑦　⑥－(注7)30＝　1,579 ❶

(注7)  3,480,000÷116,000株＝30

 ⑶　純資産価額

①　S社株式の評価額

  (イ)  純資産価額

(43,000,000－10,000,000）÷40,000株＝　825 ❶

  (ロ)　評価額

700×0.50＋825×0.50＝762（円未満切捨）

825 ＞ 762　　∴ 762

762×16,000株＝　12,192,000 ❶
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財産の種類 計　　　　算　　　　過　　　　程 取得者
課税価格に算入

される金額

②　R社株式

 (イ)  (注8) 628,448,000－(注9) 96,800,000＝531,648,000

(注8)  602,000,000＋12,192,000＋ 106,920,000 ×
2

×
3

20
＝628,448,000

❶
100

(注9) 40,000,000＋50,000,000＋(50,000,000－1,200,000×

36ヵ月）＝96,800,000

  (ロ)  502,000,000＋8,000,000－96,000,000＝413,200,000

 (ハ) 　（(イ)－｛ (イ)－(ロ)×42％ ｝ ）÷120,000株× (注10)
80
100

＝3,212（円未満切捨） ❶

(注10) 50％≦50％　　∴適用あり

 (ニ)  1,579×0.6＋3,212×（1－0.6)＝2,232（円未満切捨）

　2,232×30,000株＝66,960,000 子　　B 66,960,000 ❶

 未収給与 配偶者丙 1,200,000 ❷

 相続税の納税義務者とはならない。 社会福祉法人U ❶

（2） たは相続ま 遺贈によるみなし取得財産の価額の計算 （単位 ： 円）

財産の種類 計　　　　算　　　　過　　　　程 取得者
課税価格に算入

される金額

生命保険金等   50,000,000＋50,000,000 ×
70

＝ 85,000,000 ❶
100

  85,000,000×
1,000,000＋5,000,000

＝ 85,000,000
1,000,000＋5,000,000

  85,000,000×80％＝68,000,000

  68,000,000－50,000,000＝18,000,000

  18,000,000－(注)18,000,000＝0 配偶者丙 0

  85,000,000×20％＝17,000,000 子　　A 17,000,000 ❶

  (注) 生命保険金等の非課税金額

丙 5,000,000×5（法定相続人の数）＝ 25,000,000≧18,000,000

❶ ∴18,000,000

A 相続人でないため適用なし ❶

退職手当金等   50,000,000＋(注1) 6,800,000＝ 56,800,000 ❶

  56,800,000－(注2) 25,000,000＝31,800,000 配偶者丙 31,800,000 ❶

(注1)  50,000,000－1,200,000×36＝6,800,000

(注2)  退職手当金等の非課税金額

丙 5,000,000×5（法定相続人の数）＝ 25,000,000＜56,800,000

∴25,000,000
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（3） 小規模宅地等の特例の計算 （単位 ： 円）

  ⑴
151,680,000

×80％×400㎡＝202,240,000
240㎡

  ⑵
57,024,000

×50％×200㎡＝71,280,000
対象資産と

80㎡ 　　減額割合❷

  ⑶
22,261,500

×50％×200㎡＝27,826,875
80㎡

151,680,000×
240㎡

×（1－
20

）＝121,344,000
240㎡ 100

57,024,000 ×
80㎡

×（1－
50

）＝28,512,000
80㎡ 100

特  例  適  用  対  象  財  産 取得者 課税価格から減額される金額

　宅地K 配偶者丙 121,344,000 ❶

　宅地M 子　　　B 28,512,000 ❶

（4） 課税価格から控除すべき債務及び葬式費用 （単位 ： 円）

債務及び葬式費用 負担者 計　　　　算　　　　過　　　　程 金　　　額

債 務 配偶者丙 　墓地の未払金は控除できない。 ❶ 6,000,000

葬 式 費 用 　香典返しの費用は控除できない。

子　B

｝ 6,000,000 ×
1

＝ 2,000,000
2,000,000

子　C 3 2,000,000

養子D 　制限納税義務者のため控除できない。❶
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70 261 000 27 600 00071 336 000 8 000 000 8 000 000 17 000 000144 112 000 346 309 000

（5） 課税価格に加算する贈与財産価額の計算 （単位 ： 円）

贈  与  年  分 受贈者 計　　　　算　　　　過　　　　程
加算される

贈与財産価額

平成16年 養子D 　 10,000,000

平成17年 子　C 50,000,000

平成18年 配偶者丙 　20,000,000－(注) 20,000,000＝0 0

(注)  20,000,000≧20,000,000　　∴ 20,000,000 ❶

　　（6） 相続人等の課税価格の計算 （単位 ： 円）

 区分

相続人等 
配偶者丙 子B 子C 養子D 孫E 孫F 子A 計

相続または遺贈による
取得財産

45,536,000 146,112,000 22,261,500 17,600,000 8,000,000 8,000,000

み な し 取 得 財 産 31,800,000 17,000,000

相続時精算課税の適用
を受ける贈与財産

50,000,000 10,000,000 ❶

債務及び葬式費用 △ 6,000,000 △ 2,000,000 △ 2,000,000 ❶

生 前 贈 与 加 算
（暦年課税分）

0

課   税   価   格課 税 価 格
（1,000円未満切捨て）

71 336 000, , 144 112 000, , 70 261 000, , 27 600 000, , 8 000 000, , 8 000 000, , 17 000 000, , 346 309 000, ,

　２．納付すべき相続税額の計算

　　（1） 相続税の総額の計算

課税価格の合計額 遺産に係る基礎控除額 課税遺産額

346,309 千円   50,000＋10,000×5人＝100,000 ❶ 千円 246,309 千円

法定相続人 法定相続分 法定相続分に応ずる取得金額 相続税の総額の基となる税額

配偶者丙
1

123,154
千円

32,261,600
円

2

子　　A
1

×
1

30,788 4,157,600
2 4

子　　B
1

×
1

30,788 4,157,600
2 4

子　　C
1

×
1

30,788 4,157,600
2 4

養 子 D
1

×
1

30,788 4,157,600
2 4

❷

合計 5 人 1
（100円未満切捨）

48,892,000 円
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（2） 相続人等の納付すべき相続税額の計算 （単位 ： 円）

 区分

相続人等 
配偶者丙 子B 子C 養子D 孫E 孫F 子A 計

算出税額 10,071,214 20,345,770 9,919,453 3,896,594 1,129,454 1,129,454 2,400,059

加
算
ま
た
は
減
算

相続税額の2割加算 225,890 225,890

贈与税額控除額
（暦年課税分）

0

配偶者の
税額軽減額

△ 10,071,214

算出税額 0 20,345,770 9,919,453 3,896,594 1,355,344 1,355,344 2,400,059

贈与税額控除額
（相続時精算課税分）

△ 5,000,000 0 ❶

納付税額
（100円未満切捨て）

0 20,345,700 4,919,400 3,896,500 1,355,300 1,355,300 2,400,000

納税猶予税額
❶

（注） 相続税額の2割加算及び控除金額の計算過程は、次の(3)に記載する。

（3） 相続税額の2割加算及び控除金額の計算 （単位 ： 円）

加算及び控除の
項目項目

対　象　者 計      算　　　過　　　程 金　　　額

相続税額の
2割加算

孫E 　1,129,454×
20

＝　225,890 やり方❶ 225,890
100

孫F 　1,129,454×
20

＝　225,890 225,890
対象者❶ 100

贈与税額控除額
配偶者丙   4,700,000×

20,000,000－20,000,000
＝0 0

（暦年課税分） 15,000,000＋20,000,000－(注) 20,000,000

(注) 15,000,000＋20,000,000＝35,000,000≧20,000,000
❶

∴ 20,000,000

配偶者の
税額軽減額

配偶者丙
　⑴ 10,071,214

  ⑵ ① 346,309,000×
1

＝ 173,154,500≧160,000,000  やり方❶
2

② 71,336,000

③ ①＞②　　∴ 71,336,000

④ 48,892,000×
71,336,000

＝ 10,071,236
346,309,000

  ⑶　 ⑴≦⑵④　　∴ 10,071,236 10,071,236

贈与税額控除額 養子D 　10,000,000－(注) 10,000,000＝ 0

（相続時精算課税分）
(注)  10,000,000≦25,000,000　　　∴ 10,000,000 ❶ 0

子C 5,000,000
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　【 解説 】

財産評価

⑴ 建物Ｌ

この家屋は相続開始時において建築中であるため、費用原価のかわりに問題で与えられている建築総額

　　を用いて、「建築総額×相続開始時点における完成割合」×100分の70で評価する。

⑵ 宅地Ｍ

建物Ｎの敷地の用に供されている宅地であるが、建物Ｎの3フロアーのうち1階及び2階部分はＲ社が区分

　　所有しており、その敷地部分は相当の地代により貸し付けられているため、1階及び2階に対応する部分

　　（全体の3分の2）の評価額は自用地価額に100分の80を乗じた金額となる。

3階部分は、相続開始現在空家となっているため、対応する部分（残り3分の1）の評価額は自用地評価額

　　となり、それぞれの合計額が宅地Ｍの評価額となる。

⑶ 宅地Ｏ

セットバックを要する宅地であるため、次の算式により評価する。

自用地としての価額－ 自用地としての価額×

将来建物の建て替え時等に道路として

×0.7提供する必要がある部分の金額

宅地の総地積

⑷ Ｒ社株式

① 評価方法の判定

Ｒ社は配当有線の無議決権株式を発行している会社であるため、評価方式の判定においては無議決

　　権株式の議決権は０として評価方式の判定を行うため、Ｒ社の議決権総数は1,160個となる。

子Ｂ及びその同族関係者は50％の議決権を有することとなるため、子Ｂは同族株主、中心的な同族

株主に該当することから原則的評価方式により評価を行う　　株主に該当することから原則的評価方式により評価を行う。

② 純資産価額

イ 借地権（相当の地代）

被相続人甲はＲ社に対して、宅地Ｍを相当の地代により貸し付けているため、賃借人であるＲ社

　　の株式の評価において、その借り受けている宅地（全体の3分の2相当）の自用地評価額の100分

　　の20に相当する金額を資産の相続税評価額（帳簿価額は0）に計上する。

ロ 弔慰金

評価会社が被相続人の死亡により弔慰金として支払った金額については、退職手当金等（みな

　　し財産）として相続税の課税対象となる金額を負債の相続税評価額及び帳簿価額に計上する。

みなし財産として相続税が課税される弔慰金の額は、被相続人甲が会社への出勤途中の交通

　　事故により死亡していることから業務上の死亡に準じて取り扱われ、月額給与の36か月分を超え

　　る金額となる。

ハ Ｓ社株式（法人税相当額の控除）

評価会社が所有する取引相場のない株式（Ｓ社株式）の1株あたりの純資産価額を評価する際

　　には、評価差額に対する法人税額等相当額の控除は適用しない。

⑸ 小規模宅地等の特例

① 宅地Ｋ

配偶者Ｋが営む用品小売業の建物の敷地に供されていたもので、相続開始時には建物が建築中

　　であるが、その後申告期限までに建物が完成し、従前から営んでいた用品小売業の用に供する見込

　　みであるため、特定事業用宅地に該当する。



② 宅地Ｍ

特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前に被相続人及びその親族その他被相続人と特別

　　な関係にある者が発行済株式の総数の50％超を有する法人の事業の用に供されていた宅地等で

　　一定のものをいう。Ｒ社は50％超とならないため、特定同族会社に該当しない。

また、3階部分は空家であるため、対応する宅地部分は小規模宅地等の評価減の適用はない。

③ 宅地Ｏ

アスファルト（構築物）が敷設されているため、構築物の敷地の用に供されていた宅地として事業用

　　宅地（50％評価減）に該当する。

⑹ 有期定期金（年金払いの保険）

5年間の年金払い保険については、有期定期金としての評価を行う。

残存期間が5年以下であるため受取総額に100分の70を乗じて評価する。

⑺ 債務控除

養子Ｄは制限納税義務者のため、葬式費用を負担していたとしても控除することはできない。
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